
建築審査の手続きの流れ（構造計算適合性判定を要するもの）

建築主・設計者 建築主事等
指定構造計算適合性判定機関

（大分県知事）
他の機関
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申請書３部【正・副・副（適判用）】
消防用１部、計画概要書、工事届

　（確認＋適判加算分）
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（民間確認審査機関）

建築確認申請書の提出

手数料納付
◆受付審査
・正本及び副本の整合性の確認
・明示事項の確認
・設計者の業務範囲の確認
・適判の要否の確認

◆構造計算以外の確認審査
・意匠・設備の整合審査
・図書の記載事項の適合審査

◆構造計算の確認審査
・構造計算書と図面の整合審査
・構造計算書等の記載事項の適合審査
・計算課程の演算審査
・法令規定の適合審査
・図書の追加検討の必要性
・認定プログラムの適用

◆審査状況報告書の作成
・所見及び審査記録を記載し判定機関
  へ送付

代
理
者

疑義照会

補足・追加検討

修正（軽微）

申
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者

不適合通知
判断できない旨の
通知

消防
同意

●受付審査
・受領図書の確認

適合判定申請書
審査状況報告書
確認申請書（適判用）
構造計算に係る電子データ

◇受付審査
・受領図書の確認

審査委託

●構造計算の判定
・構造計算書等の記載事項の適合審査
・計算課程の演算審査
・構造計算書の課程及び結果の適正判断
・ヒアリングの実施

●認定プログラムの判定
・認定プログラムの適用
・再計算と結果の照合

○専門家への照会（適宜）
・判定委員の見解の相違等

●審査結果報告書の作成
・チェックリスト
・判定資料
・指摘回答書
・追加資料

委託機関（大分県建築士会）

ヒアリングの実施
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正当な理由

申請者に通知

受理

追加資料・指摘事項
回答書の添付

申請書（正・副）に追加添付
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審査期間延長申請
図書の追加依頼期

間
延
長
通
知

図
書
の
追
加
依
頼

受　　　　理

審査結果報告書
判定結果通知書の送付

◆確認審査（最終）
・判定結果等の審査
・適合・不適合の判定
・申請書１部保存(15年)
・確認審査報告書の作成
　（民間審査機関）
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確認済証交付
申請書１部（副）
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確認審査報告書の送付

受付審査後


	全体(一般向け）

